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Ⅱ．安心こども基金について

※本資料は現時点のものであり、今後、変更もあり得る。
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１０００億円の基金創設（平成20年度～22年度）により、新待機児童ゼロ作戦の前倒し実施

→ １５万人分の受入体制の整備具体的実施事業

１ 保育所等緊急整備事業 ２ 放課後児童クラブ設置促進事業 ３ 認定こども園整備等事業
４ 家庭的保育(保育ママ)改修等事業 ５ 保育の質の向上のための研修事業等

①保育サービス等の充実 ・・・雇用情勢悪化等による待機児童の増加に対し、速効性のある対応等
②すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 ・・・創意工夫により地域の子育て力をはぐくむ取組等の拡充
③ひとり親家庭等への支援の拡充 ・・・厳しい雇用情勢下、資格取得支援とその間の生活保障、在宅就業支援等
④社会的養護の拡充 ・・・児童養護施設等の生活環境改善、安定した就職が困難な退所児童の生活・就業支援等

※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮

安心こども基金（平成２０年度第２次補正予算）

平成２１年度補正予算 安心こども基金の拡充の概要

安心こども基金の拡充（１，５００億円）

「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等による保育サービスの拡充のほか、地域の子育て力をはぐくむ取組等すべ
ての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充により、子どもを安心して育てることができる体制
整備を行う。

今回の補正予算案における拡充

安心こども基金 総額（国費） ２５００億円

２０年度２次補正予算 １０００億円
２１年度補正予算 １５００億円
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①保育サービス等の充実

希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるよう、新待機児童ゼロ作戦の集中実施

○保育所等の新設に係る賃借料補助の対象拡大

○広域的保育所利用事業

○自宅以外で実施する場合の賃借料補助

①．都市部における待機児童解消 ③．家庭的保育（保育ママ）事業の促進

○研修後の再就職支援コーディネーターを

全都道府県に配置

④．保育サービス拡大に伴う保育士確保

保育サービス等の充実

○私立保育所の耐震化整備費の補助

（財政力が乏しい等の市町村に対する補助率のかさ上げを含む）

②．保育所の耐震化整備費の補助

保育所の設置促進、家庭的保育（保育ママ）の拡大など、雇用情勢の悪化等による待機児童の増加

に対して速効性のある対応等による新待機児童ゼロ作戦の取組の更なる拡充

○認定こども園等における緊急環境整備・研修支援

⑤．認定こども園等の環境整備・職員研修
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②すべての子ども・家庭への支援
～地域子育て創生プロジェクト～

＜ソフト事業取組例＞
○地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援
○地域におけるきめ細かな子育て支援活動の促進
○経済的困難を抱える家庭や施設で生活する子どもの育成支援
○家庭支援スタッフ訪問事業
○放課後こどもプラン連携促進事業
○病児・病後児保育の実施促進
○ファミリー・サポート・センター事業の広域実施及び病児・病後児預かり等の実施の促進
○妊娠出産前支援事業（妊婦等支援教室、家庭訪問）
○地域子育て支援拠点のスタッフや放課後児童クラブ指導員の資質向上、人材育成

＜改修等事業＞
○賃借料補助等による地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等の拡大支援
《対象事業》 地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児・病後児施設、

家庭支援スタッフ訪問事業、慢性疾患児家族宿泊施設
《事業内容》 賃借料（礼金を含む）補助、改修費（設備、備品及び開設準備費を含む）補助

《概要》
地域の創意工夫により地域の子育て力をはぐくみ、子育てにかかわる人材の育成、コミュニティの活性化を図るため、

自治体、地域住民、町内会、ＮＰＯ、ボランティア、商店街、企業等の行う地域子育て支援活動の立ち上げなどを支援する。
《実施方法》
都道府県が地域の実情に応じて事業採択（都道府県は主に広域調整的な事業を行うこととし、市町村に手厚く配分）

各都道府県、市町村において以下の事業を実施《事業内容》
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③ひとり親家庭等対策の拡充

職業訓練等による資格・技能の取得支援

就業・社会活動困難者への訪問支援等の実施（２１～２３）

職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭の就業支援（２１～２３）

ひとり親家庭等
の在宅就業支援
（２１～２３）

職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対
する相談支援、就職活動支援、職場開拓等を行う

職業紹介等を行う企業等による婦人保護施設等の退所者等の就業支援（２１～２３）

・資格がないので不安定な
就労からぬけ出せない

・養成機関に通う際の生活
費がない

職業訓練機会が充実されて
いても、子どもが預けられな
いので参加できない

高等技能訓練の受講時における給付の充実

・支給額の引き上げ（月額103,000円→141,000円）

・今後３年間に修学している者について、支給対象期間を修業期
間全期間とする。（現行：修業期間の後半の１／２）

母子家庭等就業・自立支援センター等において託児サービスを提
供
（母子家庭等就業・自立支援センター 103か所）

子育てと生計２重の負担に
加え、厳しい雇用情勢により
就業が困難

職業紹介等を行っている企業等に委託して、相談支援、就職活動
支援、職場開拓等を行う

母子家庭になり、地域との
結びつきが薄く、就業活動
や社会活動に踏み出せない

・福祉事務所等に臨時配置する戸別訪問員による相談支援の実
施、就業支援策の活用への結びつけ等

生活が苦しい
が、子育てのた
め、これ以上
パートを増やせ
ない

ひとり親家庭等
による在宅就業
を積極的に支援
しようとする地方
自治体に対し助
成を行う

精神的に傷を負っているこ
と等に加え、厳しい雇用情
勢により一層就業が困難
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